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福 島 市 教 育 委 員 会 

 

 福 島 市 教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録 

 

１ 場 所       福島市役所   ９階９０３会議室 

２ 日 時       令和３年８月２７日  午前９時００分 

３ 出席者 

教育長 古関明善  教育長職務代理者 佐藤玲子  委員 渡邊慎太郎 

委員 篠木雄司  委員 高谷理恵子 

４ 欠席した委員  

なし 

５ 説明のため出席した職員 

  教育部次長兼教育総務課長 菅野康祐  学校教育課長 鴫原 理 

  教育施設管理課長 阿部和彦  教育研修課長 齋藤雅敏 

  生涯学習課長 長南敏広  中央学習センター館長 佐藤義孝 

  図書館長 菊地 透  教育総務課課長補佐兼庶務係長 近藤秀俊 

 

６ 議事内容及び経過 

（１）開 会     午前９時００分 

（２）日 程     本日１日間 

（３）署名人の決定  委員  佐藤 玲子  委員 

委員  高谷理恵子  委員 

（４）記録係     教育総務課庶務係主査 半沢隆行 
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１ 議事 

  議案第３０号 教育費９月補正予算見積書の提出について 

   教育総務課長 （教育委員会定例会資料Ｐ１により説明） 

   篠木委員  通学に係る貸切バスは、バス運行事業者を往復の分だけ貸切ると

いうことか。 

   学校教育課長 今年度は、運行経路や利用率の調査も兼ねて単年度の契約。来年

度以降は長期間契約することによって、通学に要する手段を確実

に確保するため債務負担とするものである。 

   篠木委員  バスは、市で所有するのではなく、貸切バスをもって行うという

ことか。 

   学校教育課長 この通学バスは、一般貸切ではなく、経路及び乗車する者を特定

した条件での特定旅客自動車運送事業によることで、一般貸切に

比べて３割程度割安にすることができるため、経費削減も図れる

ものである。 

   教育長   異議ないため本議案を承認する。 

 

  議案第３１号 福島市立学校条例の一部を改正する条例制定の件 

   学校教育課長 （教育委員会定例会資料Ｐ２により説明） 

   教育長   異議ないため本議案を承認する。 

 

  議案第３２号 福島市教育委員会自家用電気工作物保安規程の一部を改正する 

訓令制定の件 

   教育施設管理課長 （教育委員会定例会資料Ｐ５により説明） 
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   教育長   異議ないため本議案を承認する。 

 

  議案第３３号 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行に係る点検評価に

関する報告について 

   教育総務課長 （教育委員会定例会資料Ｐ９により説明） 

   教育長   異議ないため本議案を承認する。 

 

２ その他 

 教育総務課長 （教育委員会定例会提出事項Ｐ１０により説明） 

① 次回の定例会の開催について 

令和３年１０月４日（月）午前１０時００分から市役所９階９０４会議室 

終了後に協議会を開催。（年間計画から変更する） 

② 今後の主な行事予定について 

教育長・教育委員の出席が予定されている事業を周知。 

③ 今後の定例会の開催について 

１１月定例会は、１１月４日（木）午前１０時００分から市役所９階９０３会議

室で開催予定 

 

以上終了 午前９時１５分 

 記  録   半沢 隆行 

 

              委  員 

              委  員 


